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報酬改定による改訂内容

➀通院等介助の支給決定要件の変更

【現在の運用】

居宅 →→ 医療機関 →→居宅

【改訂内容】

※目的地が複数あって、居宅が始点又は終点となる場
合

※障害福祉サービス等の事業所から目的地（病院等）
への移動に係る通院等介助及び通院等乗降介助に
ついて、同一の指定居宅介護事業所が行うことを条件
に、算定可能となる。

②入院中の重度訪問介護の利用対象者拡大

→入院中の特別なコミュニケーション支援利用

【現在の運用】

区分６かつ、入院又は入所前から利用していた者

【改訂内容】

※区分４以上かつ、入院又は入所前から利用してい
た者



報酬改定による改訂内容

③自立訓練（宿泊型除く）の支給決定期間

→機能訓練及び自立訓練の支給期間の更新

【現在の運用】

標準利用期間 → １年更新可能

２年間 ※審査会意見聴取必要

合計：３年間の支給決定

【改訂内容】

標準利用期間 → １年更新可能 → １年更新可能

２年間 ※審査会意見聴取必要 ※支援を受ける効果が具体的に

見込まれる場合審査会意見聴取を経る

合計：４年間の支給決定が可能

④リワーク支援の利用について

→休職期間中に復職支援として利用する就労移行支援・就労継
続支援Ａ・Ｂ型、生活介護、自立訓練を利用する際の提出書類の
追加

【現在の運用】

リワーク支援の必要性について地区担当ケースワーカーに相談
し、支給決定を受ける

【改訂内容】

支援の必要性について地区担当ケースワーカーに相談

＋雇用先企業や主治医の意見書等を提出し、支給決定を受ける。



報酬改定による改訂内容

⑤個別支援計画の共有

【改訂内容】

事業所が作成する個別支援計画を
相談支援事業所にも交付しなければな
らない。

※短期入所、就労選択支援、相談支
援、地域定着支援を除く全サービス

⑥サービス担当者会議への本人参加

【改訂内容】

サービス担当者会議及び個別支援
会議について、本人の心身の状況等
によりやむを得ない場合を除く、障害
者本人の参加を原則とし、本人の意向
等を確認する。



報酬改定による改訂内容

⑦モニタリング期間の変更

【改訂内容】

地域移行に向けた意思決定支援の推進やライフステージの変化
が著しい児童期の特性の観点から、標準より短い期間で設定する
ことが望ましい場合の例を追加

➀施設入所・GH利用者が地域移行等に係る意思が明確化する前
段階にあって、居住の場の選択について丁寧な意思決定支援を
行う必要がある者

②重度の障害を有する等により、意思決定支援のために頻回な関
わりが必要となる者

③ライフステージの移行期にある障害児や複数の事業所を利用す
る等により発達支援や家族支援に係る連絡調整等が頻回に必要
な障害児

⑧申請時の医師意見書の開示

【周知内容】

支給決定時に市に提出された医師意見書につ
いて、本人の同意を得た上で、相談支援事業
者がサービス等利用計画案の作成に活用でき
る



報酬改定による改訂内容

⑨個別サポート加算Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ

【現在の運用】 【改訂内容】

個別サポート加算Ⅰ：児童発達支援 個別サポート加算Ⅰ：児童発達支援

→著しく重度又は行動上 →重度心身障害児等著しく重度の障害児

課題のあるケアニーズの高い児童

個別サポート加算Ⅱ 個別サポート加算Ⅱ

→児童相談所等との連携 →児童相談所等との連携

（支援状況を年に１回以上共有） （支援状況を半年に１回以上共有）

個別サポート加算Ⅲ：放デイのみ

→不登校の状態にある児童に対し、学校との連携の下、

家族への相談援助を含め、支援を行った場合に算定可能

新



運用の確認＆変更

➀提出書類について

・計画相談のしおり

P12～P15 参照

②記載内容について

・単位、見取り図（アセスメント）の未記
入可

※確定版に負担上限額は必要

・サービス等利用計画（２）（案）の備考
欄の記載

※別紙記入例の➀～④

※特例決裁になる内容の詳細



サービス等利用計画（２）の記載例

未記入可

(案）

記載してほしい
箇所です！！

案の時の記載
は忘れずに

「計画相談のしおり」より抜粋
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